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計画事業 202
女性の専門相談

【再掲】

男女平等推進

センター

相談窓口に関す

る情報発信を行

い、被害等の重

度化・潜在化の

防止を図ります。

女性を対象に、法律に関わる相談、

人間関係等に関わるこころの相談、

DV被害に関する相談を、それぞれの

専門家が予約制にて実施していま

す。

女性の専門相談

件数
－ 125件 数値上昇型

119件

【90件（ 20 件,法

律・こころ7 0件） 】

専門家による法律相談、こころ相

談を昼、夜間それぞれに実施しま

した。DV相談は、夜間に実施し

ました。

B
専門家による法律、こころ、DVの各種

相談を継続実施します。

106件

【9 0件（ 20 件,法律・

こころ70件） 】

専門家による法律相談、こころ相

談を昼、夜間それぞれに実施しま

した。DV相談は、夜間に実施し

ました。

A

専門家による法律、こころ、DVの各種

相談を継続実施します。心的支援を

強化するため、こころ及びDV相談をそ

れぞれ月1回拡充します。

計画事業 210

子ども・若者及びそ

の家族への支援情

報の提供

子ども若者課

SNSなどを活用

し、支援が必要な

子ども・若者に情

報を届けます。

支援が必要な子ども・若者やその家

族に対して支援に関する情報が届く

よう、インターネット等も活用して情報

の提供に努めます。

区公式ツイッター

への投稿数
－

12回
数値上昇型

7回

【10回】

広報誌、ホームページ、SNS、メ

ルマガ配信による情報発信に加

え、公式LINEで土日休日もつな

がる窓口等の情報提供も開始し

た。

B

情報発信ツールの中でも、支援が必要

な子ども若者の目に留まりやすいLINE

などのツールを活用して情報発信を強

化していく。

4回

【1 0回】

ホームページ、としまテレビ、出前

講座、広報等を活用した情報発

信に加え、公式LINEで土日休

日もつながる窓口等の情報提供

も開始した。

C

情報発信ツールの中でも、支援が必要

な子ども若者の目に留まりやすいLINE

などのツールを活用した情報発信（ 通

知機能） を開始する。

計画事業 211
子ども・若者支援者

への情報提供
子ども若者課

ホームページやメ

ルマガ等で情報発

信します。

子ども・若者支援に関わる区民、関係

機関や職員等に対し、困難を有する子

ども・若者の構造や背景を理解するため

の研修や講演会を開催し、支援に必要

な情報提供を行います。

メルマガ登録者数 － 500名 数値上昇型
505名

【500名】

引き続き、ホームページやメルマガ

等での情報発信、また講演会に

代わり、としまテレビの情報番組を

通じて情報発信を行った。

B

ホームページ等の情報発信の継続や

講演会の対面開催の再開により、子ど

も・若者支援に関わる区民、関係機関

や職員等に対し支援に必要な情報提

供を行っていく。

184名

【5 00名】

※LINEの友だち人数

メルマガの配信は休止中。ホーム

ページ、としまテレビ、出前講座、

広報等で情報発信を行った。

C
LINEを活用した情報発信（ 通知機

能） を開始する

計画事業 151

としまscope【再掲】

(令和3年度より、

「「わたしらしく、暮ら

せるまち。」推進事

業」に変更)

SDGs未来都市

推進課

「わたしらしく、暮ら

せるまち。」をテー

マに、地域と暮ら

しの情報や、公民

連携情報の発信

などを行います。

主に働く世代や子育て世代を対象と

して、SNS（ Fa cebook） を活用

し、「わたしらしく、暮らせるまち。」を

テーマに、「まちの主役は、ここに住む

ひと、働くひと。」として、地域と暮らし

の情報や、公民連携情報の発信な

どを行います。

Facebookフォロ

ワー数

（ R2.3現在

1,9 09人）

－ 2,40 0人 数値上昇型
2 ,4 62人

【2 ,450人】

庁内のイベント情報の発信などを

行った。
A

「としまScope」と「わたしらしく暮らせる

まち。ホームページ」を「SDGｓ アクショ

ン」に統合し、より確度の高い発信をし

ていく。

「としまSDGsアクショ

ン! 」fa cebook　フォ

ロワー

2,514人

【2 ,450人】

庁内のイベント情報の発信などを

行った。
B

「としまSDGsアクション! 」fa cebookは

引き続き、庁内イベント情報等を発信

していく。

計画事業 212
スポーツ推進委員事

業

学習・スポーツ

課

子ども・若者から大

人までの幅広い世

代の区民に対し、

各種スポーツの実

技指導やスポーツに

関する指導を行い、

区民のスポーツやレ

クリエーション活動へ

の参加を促し、健

康増進の一助とす

る。また、スポーツを

通じて、子ども・若

者世代の健全な育

スポーツ・レクリエーションの普及・振

興のため、地域におけるスポーツ活動

の指導・助言と、区のスポーツ・レクリ

エーション関係事業「としまスポーツま

つり」や「ハイキング」など子どもから高

齢者まで楽しく参加できるイベントを

企画・運営します。また、スポーツを

通じた地域コミュニティの場として、区

内1か所で総合型地域スポーツクラブ

の活動を展開します。

事業数 － 11事業 数値維持継続型
11事業

【11事業　100 ％】

各種大会や親善交流大会の実

施に加え、としまスポーツまつり、

目白ロードレースなどのイベントも

開催することができ、スポーツを通

じた健全育成のための取り組みを

進めることができた。

A
事業が継続して実施され、子ども、若

者世代が積極的に参加することができ

るよう情報発信にも力を入れていく。

10事業

【1 1事業】91％

※中止1事業は「としま

スポーツまつり　雨天に

よる中止

各種大会や親善交流大会、ス

ポーツイベントの実施を通して、ス

ポーツに親しむことによる子ども、

若者世代の健全育成のための取

り組みを進めることができた。

A

事業が継続して実施され、子ども、若

者世代が今後もスポーツに親しむことが

できるよう、情報発信にも力を入れてい

く。

計画事業 213
民生委員・児童委

員事業
福祉総務課

民生委員・児童

委員が研修等で

地域の現状や支

援制度等を学

び、子ども・若者を

見守り・相談・支

援活動を実施す

る。

乳幼児や児童のいる家庭の生活を

常に見守り、その生活状況の把握に

努めるとともに、必要に応じ相談・支

援を行います。ケースによっては、区に

対し的確な情報提供を行い、望まし

い福祉サービスにつなげるための活動

を展開します。また、児童虐待など子

どもの権利が不当に侵害されている

ケースなどについては、関係機関との

適切な連携により、その解決に協力

します。

①協議会開催数

②支援活動の実

施数

－

①年1回協議会

を開催

②年間1 0回の会

議及び支援の実

施。

①数値維持継続

型

②数値維持継続

型

①児童委員、児童

相談所及び学校

等が集い、児童問

題について協議会

を実施【年１ 回】

9月6日、参加者

85人

②年間1 1回の会

議及び支援を実

施。【年10回】

①児童委員、児童相談所及び

学校等が集い、児童問題につい

て協議会を実施しました。

９ 月６ 日、参加者85人

②各教育機関との協議会参加、

支援活動や勉強会を実施しまし

た。

A

①児童委員、児童相談所及び学校

等が集い、児童問題について協議会を

実施します。

②主任児童委員による研修の機会を

増やし、関係機関との連携をさらに深

め、相談・支援活動を実施していきま

す。

➂コロナの影響で停滞していた主任児

童委員・児童委員による子育てサロン

の開催および学校訪問を本格的に実

施していきます。

①児童委員、児童相

談所及び学校等が集

い、児童問題について

協議会を実施【年１

回】　12月4日、参加

者222人

②年間11回の会議及

び支援を実施。【年1 0

回】

①児童委員、児童相談所及び

学校等が集い、児童問題につい

て協議会を実施【年１ 回】　12

月4日、参加者222人

②主任児童委員と教育事務局

による意見交換会の実施【年1

回】7 月27日、参加人数　22人

➂児童委員と主任児童委員が

学校訪問を実施【年30 校】延べ

参加人数60人

④各地区子育てサロンの実施

【年1 04件】延べ参加人数

3347人

A

①児童委員、児童相談所及び学校

等が集い、児童問題について協議会を

実施します。

②主任児童委員による研修の機会を

増やし、関係機関との連携をさらに深

め、相談・支援活動を実施していきま

す。

➂主任児童委員・児童委員による子

育てサロンの開催および学校訪問を本

格的に実施していきます。

計画事業 214
青少年育成委員会

支援事業
子ども若者課

青少年育成委員

会への補助金と、

資質向上のため

の研修会を実施

します。

各地区青少年育成委員会は、独自

に地域の実情に応じた形でイベント を

開催し、青少年の健全育成と地域

の親睦を深める活動をしています。区

は各地区が行う健全育成事業に対

する補助金の支出、連合会に対する

補助金の支出、「としまのいくせい」の

作成、委員の資質向上のための研

修会を実施します。

青少年育成委員

研修会等参加者

数

－ 200人 数値維持継続型 ―

コロナ禍のため地域活動を優先

するため、講演会は実施せず、各

地区青少年育成委員会に対し

て補助金の支出や「としまのいくせ

い」を作成し発行しました。

C
地域の活動を優先しながら、育成委員

の資質向上のための事業を実施しま

す。

255人

【2 00人】

3年度から実施を見送っていた講

演会では、若者への支援ni関す

る講演を一般公開で実施しまし

た。情報連絡研修会では社会福

祉に関する研修を実施し、委員

の資質向上を図りました。また、

委員研修として人権プラザの視

察も実施しました。

A

講演会は人権について一般公開で実

施を予定しています。委員研修では東

京都の「地区委員会アドバイザー派

遣」を活用し委員の資質向上を図りま

す。

相談しやすい体制

を整備するととも

に、支援に関する

情報発信を実施

します。

困難を有する子ど

も・若者やその家

族の相談体制を

充実するとともに、

情報が必要な方

に届けます。

①相談体制の充

実と情報発信

目標６ 「子ども・若者の健やかな成長 を地域全体で支援する」

（ １ ） 地域の力の活用

地域の子ども・若

者の支え手の育

成や支援を推進

します。

民生委員・児童

委員や青少年育

成委員等の子ど

も・若者を支援す

る活動を支援しま

す。

①地域の子ども・

若者支援活動、

子育て支援活動

への支援

36
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計画事業 215
コミュニティソーシャル

ワーク事業
福祉総務課

制度の狭間の課

題や複合的な課

題を抱えた人々に

対して、民生委

員・児童委員、青

少年育成委員等

の関係機関と連

携して支援を行っ

ていきます。

・コミュニティソーシャルワーカー（ CS W ）

は、地域福祉を推進するコーディネーター

として、①専門相談支援機関へのつなぎ

役、②個別支援・地域支援を通じた地

域づくり、③関係機関との連携支援など

を行っています。

・CS W は、区内8か所の区民ひろばに2

～3名常駐し、相談対象、相談内容に

関わらず、暮らしに関わることすべてに対

して、電話、訪問、来所、相談会等によ

る個別相談支援を実施しています。

※令和2年度より事業内容一部変更

ひきこもり、子育

て・教育、虐待に

関する個別相談

支援件数

－ 2,46 7件 数値上昇型
2 ,0 60件

【2 ,140件】

コロナ禍において生じた区民の不

安や困りごとに対して、感染対策

を十分に行いながら、相談支援

活動を実施しました。

新型コロナウイルス感染症の流行

に伴う生活様式の変化から、ひき

こもり、子育て・教育、虐待に関

する相談件数は、依然として多い

傾向が見られます。

B
引き続き、感染対策を十分に行いなが

ら、相談支援活動を実施します。

1,664件

【2 ,303件】

新型コロナウイルス感染症が収束

後も、区民の不安や困りごとに対

して、感染症対策を十分に行い

ながら、相談支援活動を実施し

ました。

ひきこもりに関する相談件数が、

以前より減少傾向が見られます。

B

新型コロナウイルス感染症が収束後

も、ひきこもり、子育て・教育、虐待等、

区民のさまざまな不安や困りごとに対し

て、相談支援活動を実施していきま

す。

計画事業 216
地域福祉サポーター

の養成と推進

社会福祉協議

会

地域住民による

支えあい活動を実

施することで、「お

たがいさま」の地域

共生社会の実現

を目指します。

地域の中で不安や悩みを抱えた人た

ちに気づいた時に、声をかけたり関係

機関につなげるなどの活動を行う、地

域の小さなアンテナ役「地域福祉サ

ポーター」を養成します。

地域福祉サポー

ター登録者数
－ 500名 数値維持継続型

280名

【500名】

新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、養成講座を中止してき

たが、年度末に希望者３ 名新た

に登録となった。退会者の人数と

の兼ね合いで登録者数は減少と

なった。登録している地域福祉サ

ポーターに対しては、メールマガジ

ンなどを通じ情報を発信してい

る。

B

養成講座について、個人や少人数での

開催も継続的に実施する。（ 機会を

逃さないような取組） 引き続き、感染

拡大状況を踏まえながら、地域での

「学びあい・支えあい」の地域支援活動

の機会を提供していく。

257名

【5 00名】

コロナ禍において推進が停滞して

いた地域福祉サポーターについて

の法人内理解を目的に内部研

修を実施。

B

・ボランティア活動のきっかけ、最初の一

歩としてのボランティア登録の受け皿とし

て、登録者に有効な情報提供をしてい

く。

・交流会・学習会等再開し、地域福祉

サポーター登録者同士のつながりの場

づくりを行う。

計画事業 217
地域活動交流セン

ター管理運営

区民活動推進

課

さまざまな地域活

動団体の活動及

び交流を支援・促

進し、地域力の

向上及び地域の

課題の解決を目

指します。

Ｎ Ｐ Ｏ 法人等の公益性のある地域

活動団体の活動及び交流の拠点と

して、地域活動交流センターを設置

し、その管理運営を行います。

施設利用人数

(延べ)
－

2,7 00人

【3 ,600人】
数値上昇型

2 ,8 50人

【2 ,100人】

新型コロナ感染防止対策を取

り、安心安全な施設運営に取組

みました。利用者はコロナ前の平

成30年度の約8 割に回復しまし

た。

A

地域活動交流センター運営協議会と

連携し、地域活動団体の活動及び交

流の促進のため、利用しやすい施設の

運営に取組みます。

3,570人

【2 ,900人】

新型コロナの収束にともない、施

設利用者数は回復し、平成29

年度の施設移転後最も多い利

用がありました。また、登録団体

の交流を目的とするイベントを開

催しました。

A

地域活動交流センター運営協議会と

連携し、地域活動団体の活動及び交

流の促進のため、利用しやすい施設の

運営に取組みます。

重点事業 218

子ども若者支援ネッ

トワーク「ここにいる

よ」

子ども若者課

子ども・若者支援

に関わる活動団

体や行政で包括

的・横断的な支

援ネットワークを構

築し、支援に関す

る情報交換や支

援者の質の向上

に取り組みます。

子ども・若者支援に関わる多分野の

団体や区民に対して、専門知識など

の研修会や情報交換の機会となるイ

ベントなどを実施します。

ネットワークイベン

ト

参加者数

2 44人
200人→80人

【400人】
数値維持継続型

23人

【200人】

ネットワーク会議はパネルディスカッ

ション、ワールドカフェの2部構成で

意見交換を行った。講演会はとし

まテレビを活用、年間4回出演に

より情報発信を行った。

B

コロナ感染症対策規制緩和に伴い、

講演会の対面実施の再開、ネットワー

ク会議は引き続きパネルディスカッション

とワールドカフェの構成にて情報交換を

行う。

127人

【2 00人】

(63 .5％)

ネットワーク会議はパネルディスカッ

ション、ワールドカフェの2部構成で

意見交換を行った。講演会は全

国の若者支援の取組み、区内の

子ども支援の取組みについて発

表形式（ 運営団体） で行った。

B

子ども若者支援の民間団体と行政が、

また民間団体同士が顔を合わせ、お互

いの活動を知り連携方法を確認できる

イベントを実施する。実践で活用できる

ネットワーク構築を目指す。

必要　　200人

協議会設置要綱にある地域

関係機関数は約60団体であ

り、地域のネットワーク構築を

目的としているため。

目標値: 80人に修正

理由: 会議、講演会の参加

者は同様であり、内容的に1

度に実施できるものであるた

め、令和6年度より、会議と講

演会という線引きをせず、1度

の実施とする予定

計画事業 219

若者支援ネットワー

クの構築（ 子ども・

若者支援地域協議

会）

子ども若者課

子ども若者支援

地域支援協議会

を実施し、支援者

間のネットワーク形

成に努めます。

社会生活を営むうえでの困難を有す

る子どもや若者に対し、関係機関等

が行う支援を適切に組み合わせるこ

とにより、効果的かつ円滑な実施を

図ることを目的に、豊島区子ども若

者支援地域協議会を運営し、ネット

ワーク形成を行います。

子ども若者支援

地域協議会実施

回数

－ ４ 回 数値維持継続型
6回

【4回】

青少年問題協議会1回

子どもの施策調整会議１ 回

実務者会議4回（ 庁内会議1

回、居場所会議３ 回） 行った。

B
継続して実施を行い、支援者間での

ネットワーク形成を図っていく。

10回

【4 回】

青少年問題協議会3回

子どもの施策調整会議3回

実務者会議（ 居場所会議） 4

回行った。

B
子ども若者支援ネットワークのイベント

を、子ども若者支援地域協議会の「実

務者会議」に位置付ける。

計画事業 220

生活困窮者自立支

援事業（ 支援調整

会議の開催）

福祉総務課

子どものいる世帯

も含めた各世帯

へ、具体的な支

援を提供し、早期

に困窮状態から

脱するプランを提

供するため、関係

機関連携のもと

支援調整会議を

開催します。

子どものいる世帯者の相談に対し、

支援に関わるくらし・しごと相談支援

センター関係者や関係機関事業者

等が、親と子ども両者の支援プランを

策定する会議を定期的に開催してい

ます。その他情報共有及び支援方

針を調整することで最適な支援を継

続できるよう関係者と検討していま

す。

プラン作成数 － 500件 数値上昇型
505件

【450件】

コロナによる影響はあるものの以

前と遜色のない経済活動が戻っ

てきており、自立に向けた相談を

行う利用者が増加した。

A
相談者のいち早い自立に繋がるよう、

適切に支援プランを策定しその実施を

サポートする。

360件

【4 50件】

相談件数が若干減少したためプ

ラン作成数も減少した。
B

相談者のいち早い自立に繋がるよう、

適切に支援プランを策定しその実施を

サポートする。

計画事業 221
豊島区子育てネット

ワーク会議

子ども家庭支援

センター

親子の孤立化防

止のために提供す

る地域の子育情

報を正確かつ迅

速に関係機関で

共有し提供しま

す。

同じ地区の子育てに関わる施設が

情報交換を行い、地域の子育て家

庭を見守っていきます。地区ごとに、

定期的に会議を開催して、情報共

有・意見交換を行っています。

出席施設数 － 225施設 数値上昇型
183施設

【150施設】

Zoom 参加が難しい施設は子ど

も家庭支援センターで参加するこ

とで出席施設数が増加した。

A
新型コロナウイルスの感染状況に合わ

せ対面とZoom を組み合わせ実施す

る。

201施設

【1 90施設】

各地区の要望に合わせ対面、

Zoom で実施。全14回中2回が

Zoom で開催した。

A

コロナの状況が落ち着き情報交換の要

望が高まっているため引き続き対面と

Zoom を選択できるようにし、各施設が

出席しやすい状況を目指す。

①地域の子ども・

若者支援活動、

子育て支援活動

への支援

地域の子ども・若

者の支え手の育

成や支援を推進

します。

民生委員・児童

委員や青少年育

成委員等の子ど

も・若者を支援す

る活動を支援しま

す。

②区民や地域団

体、大学との連

携・協働及び地

域ネットワークの形

成

子ども・若者支援

に地域全体で取り

組むためのネット

ワーク形成を図り

ます。

地域団体や事業

者間の支援ネット

ワークを構築し、

情報提供や活動

を支援します。
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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

目標値（ 令和６ 年度） 見直し　

令和４ 年度実績

【】内は令和4 年度

目標値

達成率（ % ）

（ m )

事業目標に資する令和４ 年度

の取組み内容（ n ）

主管

課評

価

（ o ）

令和５ 年度以降の取組の方向性

（ p ）

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組み内容（ ｒ ）

主管

課評

価

（ ｓ

）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

見直しの要否 と 見直し

後の目標値と見直した

理由（ L）

※重点事業のみ※

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

令和４ 年度

目標（ E）

令和5 年度

目標管理

計画事業 222
中小規模公園活用

プロジェクト
公園緑地課

利用者ニーズや

地域・周辺環境

に合わせた活用

方法を地域ととも

に検討・検証し、

活動の支援を図り

ます。

地域に点在する十分に活用されてい

ない中小規模公園について、子育て

世代をはじめとした利用者ニーズや地

域・周辺環境に合わせた新たな公民

連携による活用方法を地域とともに

検討・検証し、地域コミュニティの場

や地域課題解決の場として、まちや

人と「ともに育つ公園」を目指します。

※令和2年度より事業内容一部変

更

実施公園数 － 15園 数値上昇型
24園

【20園】

井戸端かいぎ、パークマルシェ

コミュニティガーデンの運用、

PARK TRAUCK運行、おもちゃ

倉庫の運用、インクルーシブ遊具

の設置等、計24 園で実施した。

A

引き続き、既存の取り組みを持続し、

新たな公園での活用や、インクルーシブ

遊具の設置やおもちゃ倉庫の設置を進

めていく。

26園

【2 0園】

パークマルシェ

コミュニティガーデンの運用、

PARK TRAUCK運行、おもちゃ

倉庫の運用、インクルーシブ遊具

の設置等、計24 園で実施した。

A

引き続き、既存の取り組みを持続し、

新たな公園での活用や、インクルーシブ

遊具の設置やおもちゃ倉庫の設置を進

めていく。

計画事業 223
地域・大学連携事

業
指導課

区内大学や地域

の企業等と連携し

区立小・中学校

の教育活動を活

性化します。

区立小中学校の理科・数学・健康

教育・食育等において、区内大学や

地域の企業、特技を有する個人の

支援を得て教育活動を活性化しま

す。また、教員を志望する学生を指

導補助者として受け入れ、学生が教

育現場を体験する機会を創出しま

す。

区内全７ 大学と

の連携
－

区内全７ 大学と

の連携を強化
－

区内全７ 大学との

連携

立教大と連携したイングリッシュ

キャンプの実施をした。

立教大と連携したサイエンスワー

ルドの実施をした。

帝京平成大学等のインターンシッ

プの受け入れをした。

A
新たに東京国際大学も加え、区内大

学との連携を今後も推進する。

区内全７ 大学との連

携

立教大と連携したイングリッシュ

キャンプを実施をした。

立教大と連携したサイエンスワー

ルドを実施をした。

帝京平成大学等のインターンシッ

プの受け入れをした。

A
新たに東京国際大学も加え、区内大

学との連携を今後も推進する。

計画事業 224
コミュニティ・スクール

導入等促進事業

庶務課（ 教育

施策推進担当

課長 ）

豊島区立学校に

コミュニティ・スクー

ルの導入を推進し

ます。

学校、保護者、地域の方々がともに

知恵を出し合い、学校運営に意見を

反映させることのできるコミュニティ・ス

クールの導入を推進します。豊島区

では、コミュニティ・スクールの中に子ど

もも位置付けて推進していきます。

コミュニティ・スクー

ル設置校数
－

8校

後期基本計画の

目標値にあわせて

5校→8校に修

正。

数値上昇型
1校

【1校】

令和4年4月にコミュニティ・スクー

ルを仰高小学校に導入しました。

池袋中学校、高南小学校をコ

ミュニティ・スクール準備校に指定

し、令和5年度の本格導入を目

指し、研修を実施しました。

A

令和5年度は清和小学校、朋有小学

校、さくら小学校をコミュニティ・スクール

準備校に指定し、令和6年度の本格

導入を目指します。

3校

【3 校】

令和4年4月にコミュニティ・スクー

ルを池袋中学校、高南小学校に

導入しました。

清和小学校、朋有小学校、さく

ら小学校をコミュニティ・スクール準

備校に指定し、令和6年度の本

格導入を目指し、研修を実施し

ました。

A

令和6年度は千川中学校、富士見台

小学校、池袋第一小学校、千早小学

校、西巣鴨小学校をコミュニティ・スクー

ル準備校に指定し、令和6年度の本

格導入を目指します。そして令和8年4

月1日にはすべての小中学校（ 30

校） で導入できるよう準備を進めてい

きます。

計画事業 225 地域子ども懇談会 放課後対策課

地域・学校・家

庭・行政が連携

し、子どもに関す

る意見交換や情

報交換を行いま

す。

地域・学校・家庭・行政が連携し、

子どもに関する健全育成活動や見

守り活動の促進、地域の子育て力

や教育力の向上を図るため、小学校

区ごとに「地域子ども懇談会」を開催

し、子どもに関する意見交換や情報

交換を行います。

実施施設数

（ 全小学校2 2施

設）

－ 22施設 数値維持継続型
22施設

【22施設】

全22校で実施しました（ 内、対

面実施9校） 。コロナウイルス感

染症の感染拡大に伴い、対面で

の実施が困難な場合は、紙面開

催で実施しました。。

A
対面開催を基本に全校で実施し、子

どもに関する意見交換や情報交換を

行います。

22施設

【2 2施設】
全22施設で開催しました。 A

今後も全校で開催し、子どもに関する

意見交換や情報交換を行います。

計画事業 14
子ども食堂ネットワー

ク【再掲】
子ども若者課

「としま子ども食堂

ネットワーク」連絡

会で情報提供等

を行い、安全な運

営のための研修

会を実施します。

地域で活動する「子ども食堂」の連

絡会「としま子ども食堂ネットワーク」

への情報提供や広報の支援を行い

ます。子ども食堂の運営方法等、運

営者同士が情報交換を通して安全

に支援活動の輪を広げていきます。

①としま子ども食

堂ネットワーク連

絡会実施回数

②研修会回数

－
①３ 回

②１ 回

①数値維持継続

型

②数値維持継続

型

①３ 回

【3回】

②２ 回

【1回】

すべての子ども食堂が顔合わせが

できるよう各回、夜間の開催とし

ました。ネットワークの中で情報共

有など行い、グループワークを含む

研修では各子ども食堂の意見交

換など実施しました。

A

会食での子ども食堂の再開が増えると

見込まれるため、ネットワーク内での情

報交換、情報共有などが行えるよう連

絡会及び研修を実施します。

①３ 回

【3 回】

②2回

【1 回】

子ども食堂ネットワーク会議を3 回

実施し、各子ども食堂同士が情

報交換や交流を深める機会を提

供しました。研修会では防災につ

いてと、地域の子ども若者支援

ネットワークと合同でワークショップ

を実施しました。

A

子ども食堂ネットワーク会議を3 回程度

実施し、各子ども食堂間の情報共有

や情報交換を行う機会を提供します。

また、新規の子ども食堂も増え、会食

の再開も増えているため、セーフガーディ

ングの研修等を実施し、スタッフの意識

の向上を図ります。

計画事業 28

としま子ども学習支

援ネットワーク「とこ

ネット」【再掲】

福祉総務課

毎月の定例会に

おいて、子ども達

の学習指導にお

ける情報共有と

意見交換を実施

することで、効果

的な支援を実施

します。

地域で活動する無料学習支援団体

をネットワーク化し、としま子ども学習

支援ネットワーク「とこネット」を設立。

共通する課題及び効率的な運営の

ノウハウを共有する場を設けるとともに

活動を支援します。

とこネット定例会の

開催数
－ 12回 数値維持継続型

12回

【12回】

新型コロナウイルス感染症の影響

を受けて、基本的にはZOOMを

利用して開催しており、落ち着い

てきた段においても効率面を重視

し引き続きオンラインにて開催して

いる。

A
引き続き必要に応じてZOOMなどを利

用しながら、情報交換及び意見交換

の場を維持していく。

12回

【1 2回】

感染状況は落ち着いたが、効率

面等を重視し引き続きオンライン

にて開催した。

B
必要に応じてZOOMなどを利用しなが

ら、情報交換及び意見交換の場を維

持していく。

新規事業 新規
SDGs達成の担い手

育成事業

庶務課（ 教育

施策推進担当

課長 ）

学校を中心とした

取り組みを通じて

大人も子供もとも

に持続発展都市

を作り上げる担い

手を育成します。

区立小中学校全30校が保護者・

地域・企業・大学などが協働で

SDGs目標達成に向けた取組を推

進します。

区立小中学校全

30校が保護者・

地域・企業・大学

などが協働で

SDGs目標達成

に向けた取組を継

続的に実施する。

－

学校と保護者、

地域、企業等との

連携によるSDG

ｓ の取り組みを定

着させる。

－

区立小中学校全

30校で保護者、地

域、企業等との連

携によるSDGｓ の

取り組みを継続しま

す。

令和3年度に引き続き、学校と

保護者、地域、企業等との連携

の取り組みの支援をするとともに

SDGｓ フェスティバル等を開催し

ました。

また、自分たちで「住み続けられる

未来の豊島区」について考える

「SDGsアイデアコンテスト」や「豊

島区こども未来国連会議」に多く

の区内小学校の児童が参加しま

した。

A
学校と保護者、地域、企業等との連

携によるSDGｓ の取り組みの支援を継

続していきます。

区立小中学校全30

校で保護者、地域、企

業等との連携による

SDGｓ の取り組みを継

続します。

令和3、4年度に引き続き学校と

保護者、地域、企業等との連携

の取り組みの支援をするとともに

SDGｓ フェスティバル等を開催し

ました。

また、自分たちで「住み続けられる

未来の豊島区」について考える

「SDGsアイデアコンテスト」や「豊

島区こども未来国連会議」に多く

の区内小学校の児童が参加しま

した。

A

これまでのSDGsの取組みの中で培った

地域や企業の方とつながりを活かし、今

後は小中学校で導入を進めております

コミュニティ・スクールの活動の中で、

SDGsの推進をしてまいります。

②区民や地域団

体、大学との連

携・協働及び地

域ネットワークの形

成

子ども・若者支援

に地域全体で取り

組むためのネット

ワーク形成を図り

ます。

地域団体や事業

者間の支援ネット

ワークを構築し、

情報提供や活動

を支援します。
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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

目標値（ 令和６ 年度） 見直し　

令和４ 年度実績

【】内は令和4 年度

目標値

達成率（ % ）

（ m )

事業目標に資する令和４ 年度

の取組み内容（ n ）

主管

課評

価

（ o ）

令和５ 年度以降の取組の方向性

（ p ）

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組み内容（ ｒ ）

主管

課評

価

（ ｓ

）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

見直しの要否 と 見直し

後の目標値と見直した

理由（ L）

※重点事業のみ※

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

令和４ 年度

目標（ E）

令和5 年度

目標管理

重点事業 226

ワーク・ライフ・バラン

ス推進企業認定制

度

男女平等推進

センター

企業のワーク・ライ

フ・バランスに対す

る理解を深め、働

きやすい職場づく

りを推進します。

区内に本社又は主たる事業所があ

る企業を対象に、ワーク・ライフ・バラ

ンスを積極的に推進する企業を区が

認定します。認定書の授与、区ホー

ムページで取組の紹介等を行い、認

定企業は、企業が発行する印刷物

等に認定マークを使用できます。

認定企業数 50社 75社 数値上昇型

57社

【65社】

(76 % )

令和4年8月～10月まで認定申

請を受付しました。1 1月にヒアリ

ング審査を行い、1 2月に認定審

査会を開催し、認定企業を決定

しました。令和5年1月に認定書

授与を行いました。

B

認定更新に関わる事業者負担を軽減

するため、制度の一部見直しを検討し

ます。

産業団体や区内大学、介護保険事

業者などへの制度周知を充実させま

す。

59社

【7 0社】

(79 ％)

令和５ 年8月～10月認定企業

募集、12月認定審査、令和６

年1月認定書を授与しました。

認定更新に係る事業者負軽減

のため、認定期間を2年から3 年

に延長 しました。

制度周知を充実し、区内大学を

含む新規5社を認定しました。

B

目標達成に向けて、認定企業（ 事業

者） の増加を図るため、そのメリットとも

なる、区ホームページでの認定企業の

取組み状況の公表を積極的に進めま

す。

また、より多くの事業者が参加できる仕

組みを検討します。

不要

計画事業 227
企業･事業所への啓

発事業

男女平等推進

センター

ワーク・ライフ・バラ

ンスに関する講演

や交流会を行い、

区内企業に対し、

ワーク・ライフ・バラ

ンス推進に向けた

普及啓発を図りま

す。

区内の企業・事業所に対し、働き方

の見直しなどワーク・ライフ・バランスの

推進に向けた情報提供・普及啓発

を行います。

－ － － － -

としまワーク・ライフ・バランスネット

ワークミーティングを東京都との共

催事業として開催しました。「男

性育休」「不妊治療と仕事の両

立」をテーマに区内企業へ情報

提供・啓発を行いました。

B

東京都との共催事業として、としまワー

ク・ライフ・バランスネットワークミーティン

グを開催し、区内企業への情報提供・

啓発を行います。

－

としまワーク・ライフ・バランスネット

ワークミーティングを東京都との共

催事業として開催しました。「ハラ

スメントへの正しい対応」「急がれ

る介護離職の防止」をテーマに区

内企業へ情報提供・啓発を行い

ました。

B

東京都との共催事業として、としまワー

ク・ライフ・バランスネットワークミーティン

グを開催し、区内企業への情報提供・

啓発を行います。

計画事業 228
ワーク・ライフ・バラン

スフォーラムの開催

男女平等推進

センター

ワーク・ライフ・バラ

ンスに関する講演

会を実施し、地域

全体でワーク・ライ

フ・バランスについ

て考えるきっかけを

作ります。

ワーク・ライフ・バランスの意義・重要

性を区民・事業者が理解し取組むた

めに、ワーク・ライフ・バランスに関する

フォーラムを開催します。

ー － － － -

区民・事業者のワーク・ライフ・バ

ランスに対する意識を高めるため

に、ワーク・ライフ・バランスフォーラ

ムを開催しました。

B
区民・事業者のワーク・ライフ・バランス

に対する意識を高めるために、ワーク・ラ

イフ・バランスフォーラムを開催します。

－

区民・事業者のワーク・ライフ・バ

ランスに対する意識を高めるため

に、ワーク・ライフ・バランスフォーラ

ムを開催しました。

B
区民・事業者のワーク・ライフ・バランス

に対する意識を高めるために、ワーク・ラ

イフ・バランスフォーラムを開催します。

計画事業 229

モデル事業所として

のワーク・ライフ・バラ

ンスの推進

人事課

すべての職員がそ

れぞれの生活環

境に応じた、よりよ

い「働き方」と「キャ

リアプランの形成」

に取り組みます。

職場でのワーク・ライフ・バランス及び

子育て支援・両立支援を進めるため

に、特定事業主行動計画に基づく

取組を推進していきます。

①年間2 0日の年

次有給休暇の取

得率

②男性職員の育

児休業等の取得

率

③管理職に占め

る女性の割合

－

①8 0％

②5 0%

③3 0%

①数値維持継続

型

②数値維持継続

型

③数値維持継続

型

①7 5.6%

【80％】

②5 8 .1％

【50％】

③2 1 .6%

【30％】

①個人目標、達成シートの活用

した。②育児休業の分割取得を

可能にする制度改正を行った。

③女性管理職や係長 へのインタ

ビュー記事を掲載し、昇任意欲を

醸成する取組みを行った。

B

引き続き、継続して取組みを実施す

る。また、育児休業の取りやすい環境

作りに当たっては、改めて所属長 の意

識を高めていく取組みを行う。

①80.4%

【8 0％】

②70 .4％

【5 0％】

③23 .6%

【3 0％】

①個人目標・達成シートを継続

して活用し、目標の取得率を上

回った。②育児休業の分割取得

を可能にする制度の活用を推進

し、取得率上昇へつなげた。

③女性管理職や係長 へのインタ

ビュー記事を掲載し、昇任意欲を

醸成する取組みを継続して行っ

た。

B

引き続き、継続して取組みを実施す

る。

年次有給休暇の取得については、【原

則】年間１ ６ 日以上目標と表記を改

める。

また、育児休業の取りやすい環境作り

に当たっても、継続して所属長 の意識

を高めていく取組みを行う。

重点事業 230
子育てファミリー世帯

への家賃助成事業

福祉総務課

子育てファミリー世

帯を区内の良質

な民間賃貸住宅

に誘導し、居住環

境の改善及び定

住化を図ります。

区内の良質な民間賃貸住宅に転

入・転居した場合に、一定の要件を

満たす子育てファミリー世帯に対し、

転居後の家賃と基準家賃との差額

の一部を一定期間助成します。

新規家賃助成数

  ↓

受給件数へ変更

3 0件

※賃助成総件数

1 23件

60件 数値維持継続型

42件

【45件】

93％

ホームページ、子育て情報ハンド

ブックでの周知を行った。

豊島区居住支援協議会等の関

係団体を通じた周知を図り、継

続して事業を実施した。

B
・施策面を担う住宅課とともに、国籍

要件変更を含め、制度の検討を行う。
助成件数203件

ホームページ、子育て情報ハンド

ブックでの周知を行った。

豊島区居住支援協議会等の関

係団体を通じた周知を図り、継

続して事業を実施した。

B
・施策面を担う住宅課とともに、国籍要

件変更を含め、制度の検討を行う。

必要

目標値を「新規件数」か

ら受給件数へ変更した

い。

理由: 住替えをきっかけ

とした家賃助成だが、毎

年新規数増を目標とす

るのは現実的ではない。

安定した年間受給数を

目標とする。

目標値の性質を「数値

維持継続型」へ変更し

たい。

計画事業 231
空き家利活用推進

事業
住宅課

空き家の利活用

の推進により、ファ

ミリー層向けの住

まい環境を提供し

ます。

空き家活用と地域コミュニティの活性

化を図るため、戸建て空き家を活用

したいオーナーと、その建物で地域貢

献活動（ 多世代の交流の場、子ど

もの居場所となる場の運営等） をし

たい団体をマッチングするとともに、空

き家の改修に必要な経費の一部を

補助します。

地域貢献型空き

家利活用事業の

事業化件数（ 累

計）

－ 8件 数値上昇型
0件

【3件】

広報としま、区ホームページ、空き

家セミナー開催、リーフレットの配

布等を通じて、広く空き家オー

ナーに事業の周知・啓発を行っ

た。

C

空き家の活用事例を空き家オーナーに

周知することにより、空き家の登録件数

や、空き家の活用を希望する団体との

マッチングの機会を増やし、民間で空き

家活用に取り組んでいる人達の連携を

強化していきます。また、オーナー、地

域貢献団体の双方にとってより使いや

すい事業になるよう、事業期間の見直

し等についての検討を行います。

2件

【3 件】

広報としま、区ホームページ、空き

家セミナー開催、リーフレットの配

布等を通じて、広く空き家オー

ナーに事業の周知・啓発を行っ

た。

A

空き家の活用事例を空き家オーナーに

周知することにより、空き家の登録件数

や、空き家の活用を希望する団体との

マッチングの機会を増やし、民間で空き

家活用に取り組んでいる人達の連携を

強化していきます。また、オーナー、地域

貢献団体の双方にとってより使いやすい

事業になるよう、事業期間の見直し等

についての検討を行います。

計画事業 232
近居・多世代同居

の推進
住宅課

親子で支え合い

ながら子育てでき

る住まい環境を促

進します。

親子で支え合いながら子育てできる

環境を整備するため、子育て世帯が

親世帯と同居・近居する場合の住み

替え支援を検討します。

同居・近居する場

合の住み替え支

援制度の構築

－ － － － 他区の状況を調査・検討した。 B

住宅マスタープラン（ 平成31 年4月）

の後期改定にあたり、同居・近居支援

制度の構築に向けての検討を行いま

す。

－ 他区の状況を調査・検討した。 B

R6年３ 月に策定した住宅マスタープラ

ン（ 後期5年） においても引き続き同

居・近居支援制度を検討するとしてお

り、支援内容についての具体的な検討

を行っていきます。

計画事業 233
公共施設の赤ちゃん

スペース設置・周知
子育て支援課

安心して赤ちゃん

と一緒にお出かけ

できるようサポート

します。

安心して乳児を連れて外出ができる

よう、区民ひろばや子ども家庭支援

センター等の地域の公共施設に、授

乳やおむつ交換ができるスペースを設

置し、周知します。

設置済み区立施

設数
－ 30施設 数値上昇型

27施設

【28施設】

施設数の増加はなかった。

区ホームページの更新、ステッカー

の貼り替えなどにより周知を実施

した。

B
引き続き設置施設増加に向け、関係

部署への事業周知等を実施する。

29施設

【3 0施設】

区ホームページの更新、ステッカー

の貼り替えなどにより周知を実施

した。

B
引き続き設置施設増加に向け、関係

部署への事業周知等を実施する。

ワーク・ライフ・バラ

ンスへの意識を地

域ぐるみで高めて

いきます。

①子育て世帯に

やさしいまちづくり

の推進

子育て家庭に優

しい住まいや生活

の実現を図りま

す。

ファミリー層向けの

住環境施策等を

実施します。

③仕事と生活の

調和の実現のた

めの働き方の見直

し

企業や事業者に

対する普及啓発

や、認定制度など

を実施します。

（ ２ ） 安全・安心な社会環境の整備
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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

目標値（ 令和６ 年度） 見直し　

令和４ 年度実績

【】内は令和4 年度

目標値

達成率（ % ）

（ m )

事業目標に資する令和４ 年度

の取組み内容（ n ）

主管

課評

価

（ o ）

令和５ 年度以降の取組の方向性

（ p ）

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組み内容（ ｒ ）

主管

課評

価

（ ｓ

）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

見直しの要否 と 見直し

後の目標値と見直した

理由（ L）

※重点事業のみ※

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

令和４ 年度

目標（ E）

令和5 年度

目標管理

計画事業 234 薬物乱用防止教育 指導課

薬物乱用防止に

関する学習及び

教員研修を実施

します。

医薬品の正しい使い方や危険ドラッ

グなどの使用防止の学習「薬物乱用

防止教室」を年間指導計画に位置

付け、学校薬剤師や警察と連携して

年１ 回以上実施します。また、教員

に対しても生活指導主任研修会等

で、おくすり教育、薬物乱用防止教

育の研修を行います。

小学校６ 年生、

中学校３ 年生で

の授業の実施数

－

年１ 回以上、小

学校６ 年生、中

学校３ 年生での

授業を実施

数値維持継続型

年１ 回以上、小学

校６ 年生、中学校

３ 年生での授業を

実施

【年1回以上】

地域活動団体による薬物の危険

性を訴える出前の授業の実施を

した。

薬剤師による薬の正しい服用等

についての学習を実施した。

B 今後も推進する。

年１ 回以上、小学校

６ 年生、中学校３ 年

生での授業を実施

【年1回以上】

警察や地域活動団体による薬物

の危険性を訴える出前の授業の

実施をした。

薬剤師による薬の正しい服用等

についての学習を実施した。

B 今後も推進する。

計画事業 235 情報モラル教育 指導課

情報ネットワーク

社会に対応した

児童・生徒の情

報活用能力の育

成及び情報モラル

教育を充実しま

す。

情報ネットワーク社会に対応するた

め、タブレット Ｐ Ｃ を活用し、児童・

生徒の情報活用能力を育成するとと

もに、情報モラル教育及び情報セ

キュリティ意識向上のための指導の充

実を図ります。

Ｓ Ｎ Ｓ ルールの年

一回の見直し

情報モラル教室の

全校実施

－

Ｓ Ｎ Ｓ ルールの年

一回の見直し

情報モラル教室の

全校実施

－
Ｓ Ｎ Ｓ ルールの年

一回の見直し

小中学校における児童会や生徒

会活動の中での自主的なルール

の見直しを各校で実施した。

B 今後も推進する。
Ｓ Ｎ Ｓ ルールの年一

回の見直し

小中学校における児童会や生徒

会活動の中での自主的なルール

の見直しを各校で実施した。

B 今後も推進する。

計画事業 236

PTAと連携した

「SNSルール」の活

用

庶務課

携帯電話やスマー

トフォンの使い方

について、PTAと

連携して、周知を

する。

携帯電話やスマートフォンの使い方に

ついて、PTAと連携して、児童・生徒

が自らの体験をもとに改善を図る

「SNSルール」を周知し、家庭や学校

での指導を徹底します。

－ － － －

計画事業 237
不健全図書類等規

制対策事業
子ども若者課

不健全図書類等

の自動販売機調

査を実施し、環境

浄化活動を行い

ます。

昭和60年10月に施行された「豊島

区不健全図書類規制に関する条

例」に基づき、地区の青少年育成委

員会の協力のもとに不健全図書類

等の自動販売機調査を行い、より一

層の環境浄化活動を行います。

不健全図書類等

の自動販売機設

置数

－ 0件 数値維持継続型
0件

【0件】

不健全図書類等の自動販売機

調査を実施し、環境浄化活動を

行いました。

A
東京都からの依頼に基づき引き続き調

査を実施し、環境浄化活動に努めま

す。

－

不健全図書類等の自動販売機

の設置がないことから、区独自の

調査の実施はなく、東京都の東

京都青少年健全育成協力員に

各地区の育成委員が委嘱を受

け、書店、コンビニエンスストア、ビ

デオソフト店などへの環境浄化活

動を行っています。

A
各地区育成委員の協力により東京都

からの委嘱を受け、引き続き環境浄化

活動を実施します。

計画事業 238

子ども事故予防セン

ター「キッズセーフ」の

運営と事故予防の

啓発

健康推進課

長 崎健康相談

所

子どもの事故予

防について見て、

触れて、学べる場

を提供します。

子どもの死亡原因の上位を占める

「不慮の事故」を減少させるため、保

護者・関係者が家庭内の事故予防

について見て、触れて、学べる場を提

供しています。（ 家庭内の事故: 台

所でのやけど、浴槽での溺水、ベラン

ダからの転落等）

来所数 － 6,50 0人 数値維持継続型
6 ,9 83人

【6 ,500人】

家庭内を再現したコーナーに、子

どもの不慮の事故予防に関する

パネルや資料を展示し、普及啓

発を図りました。ベランダ等からの

転落事故について資料を追加し

て注意喚起しました。

A
継続して実施し、家庭内の事故予防

に関する普及啓発に取り組みます。

6,850人

【6 ,500人】

家庭内を再現したコーナーに、子

どもの不慮の事故予防に関する

パネルや資料を展示し、普及啓

発を図りました。

A
継続して実施し、家庭内の事故予防

に関する普及啓発に取り組みます。

計画事業 239
安全・安心パトロー

ルの実施

防災危機管理

課

区内の治安を維

持します。

区民の安心感を確保するため、区内

全域を青色防犯パトロールカーでパ

トロールします。登下校時の通学路

警戒の他、小学校、保育園、子ども

スキップ等の施設にも立ち寄るなど見

せる防犯活動を行います。

（ 区内の犯罪発

生件

数の減少を目標

に、） 区内の刑

法犯認知件数

－
1,5 00件

数値下降型
3 ,0 12件

【3000 件】

区内町会、商店会等とともに環

境浄化パトロールを実施した。
B

地域住民と行政が強固な連携を図り、

各種治安対策を実施することにより、

地域住民の体感治安の維持・向上を

図る。

3,405件

【3 ,000件】

警察や町会・商店会等の地域団

体等と連携した環境浄化パト

ロールは令和5年度中10 2回実

施しました。

客引き行為や路上喫煙、ごみの

ポイ捨て等各種迷惑行為につい

て、指導・注意喚起を継続的に

行いました。

B

令和5年度に引き続き、警察や町会・

商店会等の地域団体等と連携した環

境浄化パトロールを継続するとともに、

更に効果的な巡回・広報啓発を研究

し、区内の治安維持に務めます。

計画事業 240
小学校児童の通学

路安全対策の推進
学務課

通学路における子

どもたちの安全対

策として、各小学

校の通学路に防

犯カメラを増設し

ていきます。

通学路における子どもたちの安全対

策として、各小学校の通学路に防犯

カメラを増設していきます。

通学路防犯カメラ

の設置数
－

小学校1 校区あた

り10台（ 計220

台）

数値上昇型
210台

【210台】

令和5年度から3年計画で防犯

カメラを更新していき、子どもたち

の安全対策を適切に行っていくた

め、新規拡充事業として予算確

保そのための調査を行った。

A
老朽化しているカメラの取替を実施す

る。（ 更新計画初年度）

210台

【2 10台】

令和5年度は、防犯カメラ更新3

か年計画の初年度として、予定

通り小学校22校中7校に設置し

た35 台のカメラを更新しました。

A
3か年計画の2年目として、計画に従い

防犯カメラの更新を実施します。

計画事業 241 学校安全安心事業
学務課

通学路合同点検

の計画的に実施

します。

通学路等における子どもたちの安全

を確保するため、各小学校の保護者

等の見守り活動を支援します。

3年に一度通学

路合同点検の実

施校数

（ 全校）

－ 7校 数値維持継続型

7校

【7校】

100％

小学校7校において通学路合同

点検を実施し、安全確保に努め

た。

A
引き続き,継続して合同点検を実施

し、安全確保に努める。

7校

【7 校】

小学校7校において通学路合同

点検を実施、安全確保に努めま

した。

A
継続して合同点検を実施し、安全確

保に努めます。

計画事業 242

安全・安心な学校づ

くり（ インターナショナ

ルセーフスクール）

庶務課（ 教育

施策推進担当

課長 ）

コミュニティ・スクー

ル活動と連動し、

インターナショナル

セーフスクールの取

組を拡大します。

インターナショナルセーフスクール認証

校のノウハウを生かし、８ つの中学校

ブロックを中心とした普及・啓発を推

進する。また、小・中学校連携教育

の視点から、各中学校ブロックで、創

意工夫を生かして取組を充実させま

す。

インターナショナル

セーフスクール認

証校数

－ 10校 数値維持継続型
10校

【10校】

令和4年度は朋有小、富士見台

小、高南小、清和小が再認証を

取得しました。

10年間の認証校の取り組み事

例をまとめた 『豊島区インターナ

ショナルセーフスクール認証校の取

組を生かした安全・安心な学校

づくりガイドライン』を発行しまし

た。

A

令和5年度は仰高小、池袋本町小が

再認証取得に取り組みます。また、ガイ

ドラインを活用するとともに、令和５ 年

度より保健室データの入力方法を統一

化し、全校のけがデータを教育委員会

で一元的に分析できる環境を整備する

など、全校において、「安全・安心な学

校づくり」を推進していきます。

10校

【1 0校】

令和5年度は仰高小と池袋本町

小が再認証を取得しました。

また、保健室データの入力方法の

統一化を図り、全校のけがデータ

を教育委員会で一元的に分析で

きる環境を整備し、集計を行いま

した。

A

令和６ 年度以降、ISSの再認証申請

は行わず、これまでのISS活動で培った

「安全・安心な学校づくり」を全校で実

践するとともに、SDGs活動、防災活動

など、新しい視点を取り入れたCSとし

て、学校、地域の協働により持続・発

展を目指します。

③防犯・事故予

防の推進

②有害環境等へ

の対応

子ども・若者に有

害な環境への対

策を推進します。

インターネット利用

や薬物乱用防止

に関する教育・普

及啓発に取り組

みます。

犯罪や事故を防ぐ

まちづくりを進めま

す。

道路や公園におけ

る安全な環境整

備や、事故予防

に関する普及啓

発に取り組みま

す。
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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

目標値（ 令和６ 年度） 見直し　

令和４ 年度実績

【】内は令和4 年度

目標値

達成率（ % ）

（ m )

事業目標に資する令和４ 年度

の取組み内容（ n ）

主管

課評

価

（ o ）

令和５ 年度以降の取組の方向性

（ p ）

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組み内容（ ｒ ）

主管

課評

価

（ ｓ

）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

見直しの要否 と 見直し

後の目標値と見直した

理由（ L）

※重点事業のみ※

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

令和４ 年度

目標（ E）

令和5 年度

目標管理

計画事業 243

区立小学校・学童ク

ラブの入退室管理シ

ステム

学務課

放課後対策課

区立小学校全校

において入退室シ

ステムを導入し、

児童・保護者の

安全と安心を向

上させます。

児童の安全の向上を図り、保護者の

安心感担保や緊急時の迅速な対応

を実現するため、区立小学校1年生

から3年生及び学童クラブに、児童の

入退室を保護者に通知するシステム

を導入し、運用します。

通知配信校数 － 区立小学校2 2校 数値維持継続型

22校

【22校】

放課後対策課

学童クラブ児童の保護者に、無

償で入退室メール通知を配信し

ました。

学務課

区立小学校1年~ 3年、学童クラ

ブ児童の保護者に、無償で入退

室メール通知を配信した。

事業が好評のため、区の予算以

外に有料でも実施してほしいとの

声があり、令和3年度からは、学

童クラブ児童以外の保護者や小

学4年生以降の生徒についても

有償で実施している。

A

放課後対策課

区立小学校入退室システムの運用及

び校庭改修に応じたシステムの修繕を

します。

学務課

継続して安全確保に努める。

22校

【2 2校】

学務課

区立小学校1年～3年の保護者

に、無償で入退室メール通知を

配信した。

事業が好評のため、令和3年度

からは、学童クラブ児童以外の小

学4年生以上の生徒についても

有償で実施している。

放課後対策課

学童クラブ児童の保護者に、無

償で入退室メール通知を配信し

ました。また、従来の入退室管理

システムはICタグを専用機器に

タッチする必要がありましたが、ハ

ンズフリー設備を導入することによ

り、タッチの必要がなくなりました。

A

学務課

継続して安全確保に努める。

放課後対策課

区立小学校入退室システムの運用及

び校庭改修に応じたシステムの修繕を

します。

計画事業 244
交通安全施設整備

事業
道路整備課

区道の交通安全

を図るため、道路

標識、ガードレー

ル、転落防止柵

等の交通安全施

設の設備及び維

持管理を行いま

す。

妊産婦や子ども連れの親子が安心し

て外出することができるよう、また、子

どもの交通事故の減少を図るため、

自転車・歩行者等の安全確保と、

日常生活に支障をきたさない安全対

策を行う。

－ － － －

37箇所

12.7 ㎞

自転車ストップマーク等: 3 7箇

所、防護柵等（ 横断抑止） の

設置・改修: 1 1箇所、区画線

の整備: 12 .7ｋ ｍ

パトロールや依頼によってその都

度修理するため、令和四年度目

標値はなし

B
引き続き,安全確保・安全対策を行

う。

28箇所

12.7 ㎞

自転車ストップマーク等: 28箇

所、防護柵等（ 横断抑止） の

設置・改修: 4 箇所、区画線の

整備: 12 .8ｋ ｍ

パトロールや依頼によってその都

度修理するため、令和四年度目

標値はなし

B 引き続き,安全確保・安全対策を行う。

計画事業 245 交通安全対策事業 土木管理課

交通事故予防の

ため、交通安全の

普及啓発を行い

ます。

春・秋の交通安全運動を中心とし

て、年間を通じた広報・啓発活動を

実施します。各種交通安全教室・講

習会の実施、交通安全ビデオ・Ｄ Ｖ

Ｄ の貸出し、交通安全協会活動支

援などを行います。子どもや子育て世

帯に対しては、特に自転車乗用中の

ルールとマナーに対する啓発活動を

行います。

－ － － － －

区民ひろばで交通安全研修を実

施した。高齢者対象2 1回447

名参加、子育て世代対象21回

454名参加した。

B 継続して実施する。 －

区民ひろばで交通安全研修を実

施した。高齢者対象2 2回513

名参加、子育て世代対象22回

524名参加した。

B 継続して実施する。

計画事業 246

中学校自転車安全

教室（ スケアード・ス

トレイト授業）

土木管理課

交通事故予防の

ため、区立中学

校で自転車安全

教室を行います。

事故の恐ろしさと交通ルールを守るこ

との大切さを実感させることを目的と

して、区立中学校において、スタント

マンによる交通事故再現の様子を目

の前で見てもらう交通安全教室を警

察署と協働で行います。

－ － － － －

令和4年5月2日池袋中学校、

令和4年5月7日巣鴨北中学

校、令和4年5月9日駒込中学

校、でスケアード・ストレイト授業

を実施した。

B 継続して実施する。 －

令和5年5月1日明豊中学校、

令和5年11月24日千登世橋中

学校、令和5年12月1日西巣鴨

中学校、でスケアード・ストレイト

授業を実施した。

B 継続して実施する。

計画事業 247
自転車ヘルメット普

及啓発事業
土木管理課

自転車の転倒事

故による頭部の受

傷を防ぐため、子

育て世代及び高

齢者のヘルメット

購入を支援しま

す。

自転車の転倒事故による頭部の受

傷を防ぐため、子ども用自転車ヘル

メットの購入費を助成します。また、

子育て世代の保護者を対象とした

「親子自転車安全利用教室」を実

施し、交通安全意識の向上を図りま

す。

※令和2年度より事業内容一部変

更

幼児児童用ヘル

メット購入補助数
－ 590個 数値上昇型

464個

【580個】

幼児児童用461個、親子自転

車安全利用教室参加者対象幼

児児童用3個、自転車ヘルメット

の購入助成した。

B 継続して実施する。
1,071個

【－】

令和5年7月11日から、対象を

全年齢の区民及び区外在住で

区内に在園・在学の中学生に拡

大し、1,0 71個自転車ヘルメット

の購入費を助成した。

A 継続して実施する。

計画事業 248

高齢者安全運転支

援装置設置促進事

業

土木管理課

交通事故予防の

ため、高齢者の安

全運転支援装置

の購入を支援しま

す。

高齢者の運転する自動車事故を防

止し、区民の安全と安心を図る目的

として、高齢者が安全運転支援装

置新たに購入及び設置した場合に

要する経費の一部を補助します。

－ － － 数値維持継続型 - - D
令和3年度末での東京都の補助事業

終了に伴い、区の事業も終了した。
終了

計画事業 249
公園等防犯カメラ整

備事業
公園緑地課

公園等における安

全対策の強化を

図ります。

死角の生まれやすいトイレのある公

園から優先的に防犯カメラを設置す

ることで、子どもや女性がより安心して

利用できる公園を作ります。

公園等全施設に

設置

（ 8 9公園

62児童遊園

2森）

－ 8施設に設置 数値上昇型

6施設に10ヵ所設

置

【５ 施設に９ ヵ所

設置】

南長 崎3丁目第2公園、上池袋

3丁目第3児童遊園、上がり屋

敷公園各1ヵ所、

長 五さくら公園、巣鴨公園各2ヵ

所

西池袋公園3ヵ所

A

区民からの要望や、犯罪発生の可能

性の高い公園等の状況を踏まえ、優

先度の高い施設から設置を進めてい

く。

6施設に６ か所新規に

設置。２ 施設５ か所

をクラウド型に取り換

え。

千早なかよし広場、池袋本町公

園、中池袋公園、大塚駅北口

公衆便所、南長 崎はらっぱ公

園、雑司が谷三丁目広場に昨

年度に続きクラウド型の防犯カメ

ラを設置。南池袋公園のSDカー

ド式の防犯カメラ4基、上り屋敷

公園1基をクラウド型に取替。

A

令和4年度よりクラウド型の防犯カメラ

を導入し、画像確認の迅速化を図って

いる。引き続き区民の要望がある公

園、トイレ等死角になりやすい場所に

防犯カメラを設置することで、安心して

利用できる公園を整備していく。

③防犯・事故予

防の推進

犯罪や事故を防ぐ

まちづくりを進めま

す。

道路や公園におけ

る安全な環境整

備や、事故予防

に関する普及啓

発に取り組みま

す。
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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

目標値（ 令和６ 年度） 見直し　

令和４ 年度実績

【】内は令和4 年度

目標値

達成率（ % ）

（ m )

事業目標に資する令和４ 年度

の取組み内容（ n ）

主管

課評

価

（ o ）

令和５ 年度以降の取組の方向性

（ p ）

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組み内容（ ｒ ）

主管

課評

価

（ ｓ

）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

見直しの要否 と 見直し

後の目標値と見直した

理由（ L）

※重点事業のみ※

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

令和４ 年度

目標（ E）

令和5 年度

目標管理

重点事業 250
トキワ荘マンガミュー

ジアムの開設・運営
文化観光課

豊島区ゆかりのト

キワ荘等のマンガ

文化に触れる機

会を増やすととも

に、関連情報の

発信によりまちの

魅力を高め、マン

ガ・アニメを核とす

る地域文化の継

承・発展を目指し

ます。

トキワ荘のあった南長 崎地域に「トキ

ワ荘マンガミュージアム」を開設し、マ

ンガ・アニメ文化の発信やマンガによる

まちづくりを地域と一体となって進めま

す。

トキワ荘マンガ

ミュージアム及び

関連施設年間来

館者数

（ 後期基本計画

との整合性の問題

から「関連施設」

に修正）

設置に向けて検

討中
180 ,000人 数値上昇型

65 ,1 90 人

【130 ,000人】

「トキワオトメ」「漫画少年大展覧

号」「藤子不二雄（ A） のまんが

道展」の特別企画展を開催し

た。区内小中学校に「ふるさと学

習」での来館を促し、児童1,625

名が来館した。しかしながら、引き

続くコロナ禍によるインバウンドの

影響なども受け、目標には及んで

いない状況となっている。

A

年3回　特別企画展を開催する。区内

小学3年または4年生を対象にした「ふ

るさと学習」により来館を促す。また、昭

和レトロ館と連携し、昭和の歴史を感

じながら回遊できる街づくりに取り組む。

112 ,224人

【1 60 ,000人】

(62 .3％)

「W50 周年記念　デビルマン×マ

ジンガーＺ 展」「よつばと! 　原画

展」「ふたりの絆　石ノ森章太郎と

赤塚不二夫」の特別企画展を開

催した。区内小中学校に「ふるさ

と学習」での来館を促し、児童等

1,344名が来館した。来館者数

は約３ ４ ％増加しているが、目

標には及んでいない状況となって

いる。

B

年3回　特別企画展を開催する。さら

に、トキワ荘通りお休み処、トキワ荘マ

ンガステーション、トキワ荘マンガミュージ

アムサロン、昭和レトロ館と連携して、

昭和の歴史を感じながら回遊できる街

づくりに取り組む。

不要

計画事業 251
トキワ荘通りお休み

処の運営
文化観光課

トキワ荘マンガ

ミュージアムと連携

してマンガ文化に

触れる機会を増

やすとともに、関連

情報の発信により

まちの魅力を高

め、地域文化の

継承・発展を目

指します。

トキワ荘のあったまちの散策拠点であ

る「トキワ荘通りお休み処」を運営し

ます。トキワ荘の部屋の再現等のほ

か、休憩スペースも設け、トキワ荘マ

ンガミュージアムと連携してまちの魅力

を発信します。

来館者数 － 29,0 00人 数値上昇型
 1 2,645人

【27 ,000人】

トキワ荘マンガミュージアムのショッ

プ機能を補完するとともに、スタン

プラリーの拠点になるなど、街を回

遊しながらマンガ文化に触れる機

会を創出した。

B

引続き、トキワ荘ゆかりの地など地域の

魅力を発信する拠点として、トキワ荘マ

ンガミュージアムや昭和レトロ館と連携

し回遊性の向上に取り組む。

14 ,3 86人

【2 8,000人】

トキワ荘マンガミュージアムのショッ

プ機能を補完するとともに、スタン

プラリーの拠点になるなど、街を回

遊しながらマンガ文化に触れる機

会を創出し、来館者を約14％増

加させた。

C
引続き、トキワ荘ゆかりの地など地域の

魅力を発信する拠点として、地域の回

遊性の向上に取り組む。

計画事業 252

芸術文化劇場の運

営と文化芸術発信

事業

文化デザイン課

子どもたちに良質

な芸術文化を鑑

賞する機会を提

供します。

国際アート・カルチャー都市のシンボ

ルである芸術文化劇場（ 東京建物

BrilliaHALL） の管理運営を行い、

魅力的な公演を上演することで、区

民に良質な芸術文化を鑑賞する機

会を提供するとともに、芸術文化によ

り地域のにぎわいを創出します。

劇場来場者数 － 150 ,000人 数値維持継続型
229 ,922人

【150 ,000人】

新型コロナウイルス感染症拡大

防止策を講じた運用を実施しま

した。

鑑賞教室等を実施するなど、区

内中学生をはじめ、区内外の来

場者へ良質な芸術文化の機会

を提供し、目標値を大幅に達成

しました。

A

社会情勢に応じた運用状況を鑑みつ

つ、良質で多種多様な舞台芸術を提

供できるよう安定した施設運営・事業

実施を行っていきます。

261 ,578人

【1 50 ,000人】

鑑賞教室等を実施するなど、区

内中学生をはじめ、区内外の来

場者へ良質な芸術文化の鑑賞

機会を提供しました。

劇場来場者の目標数を大幅に

達成しました。

A

今後も良質で多種多様な舞台芸術

鑑賞機会を提供できるよう、安定した

施設運営・事業実施を行っていきま

す。

計画事業 253

舞台芸術交流セン

ターの運営と文化の

発信事業

文化デザイン課

子どもたちに舞台

芸術の創造、発

信の機会を提供

することで、舞台

芸術の担い手の

育成を図ります。

舞台芸術交流センター（ あうるす

ぽっと） において、舞台芸術公演、

各種講座・ワークショップ等の事業を

実施し、芸術文化を通して多様な

人々が集い交流する機会を提供しま

す。

劇場来場者数 － 60,0 00 人 数値維持継続型
49 ,1 97 人

【60 ,000人】

新型コロナウイルス感染症拡大

防止策を講じた運用を実施しま

した。

利用者数については、前年度より

は上昇したものの、引き続きコロナ

の影響もあり、目標値を達成する

ことができませんでした。

B

社会情勢に応じた運用状況を鑑みつ

つ、多種多様な舞台芸術を提供でき

るよう安定した施設運営・事業実施を

行っていきます。

48 ,8 87人

【6 0,000人】

利用者数は、目標値を達成する

ことができませんでしたが、子どもを

含めた老若男女に向けて、適切

な施設運営・事業実施に努めま

した。

B
多種多様な舞台芸術に触れる機会を

提供できるように安定した施設運営を

行っていきます。

計画事業 254
池袋西口公園野外

劇場管理運営事業
文化デザイン課

子どもたちが身近

に本格的な文化

芸術に触れられる

機会を提供しま

す。

本格的な舞台、ダンス、クラシックなど

の音楽会等ができる野外劇場として

池袋西口公園野外劇場

（ GLOBAL RING THEATRE）

を整備・運営し、良質な文化の発信

やまちの賑わいの創出を図ります。

野外劇場利用日

数
－ 200日 数値上昇型

140日

【100日】

各イベントにおけるガイドラインに

則しながら新型コロナウイルス感

染症拡大防止策を講じた運用を

実施しました。

利用日数についても、目標値を

大幅に達成しました。

A

社会情勢に応じた運用状況を鑑みつ

つ、身近に文化芸術に接し、個性豊か

な文化芸術活動を活発に行うことがで

きる環境の整備を図っていきます。

136日

【1 00日】

目標利用日数を達成し、子ども

を含めた老若男女に向けて、多

種多様な文化芸術に触れる機

会を提供することができた。

A
今後も適切な施設運営を行い、文化

芸術を身近に感じられる環境の整備を

図っていきます。

計画事業 255
池袋モンパルナス回

遊美術館事業
文化デザイン課

池袋モンパルナス

回遊美術館事業

により、美術作家

だけではなく、子ど

もたちが表現する

機会を提供してい

きます。

「街のどこもが美術館」をコンセプト

に、かつて「池袋モンパルナス」と呼ば

れた池袋西口、長 崎、千早地域を

中心に、池袋東口エリアの会場も加

え、美術作家から小学生等までの多

彩な作品を展示します。

子どもの作品の展

示プログラム数
－ 4プログラム 数値維持継続型

5プログラム

【4プログラム】

◆区制90周年を記念し、春のみ

ならず秋も開催しました。

◆中・高生の参加を促すため、

「まちかどこども美術展」から中・高

生を対象とした「まちかどアーティス

トデビュー展」を創設しました。

B

◆今後も春だけでなく、秋も開催しま

す。

◆新たに創設した「まちかどアーティスト

デビュー展」の周知を図ります。

4プログラム

【4 プログラム】

「まちかどアーティストデビュー展」の

認知が広がり、応募作品数が増

えた。

B
東京芸術劇場改修により、まちかど子ど

も美術展及びアーティスト デビュー展の

会場を他の展示と共存して展示する。

計画事業 256
東京芸術祭開催事

業
文化デザイン課

子どもの頃から身

近に演劇があり触

れることのできる、

演劇のまちとして

の魅力を発信しま

す。

国際アート・カルチャー都市の基幹事

業として関係団体、地域と連携を図

りながら、東京芸術劇場、あうるす

ぽっと、街なかの施設等を中心に国

際的な舞台芸術祭を開催し、演劇

のまちとしての魅力を発信します。

プログラム数及び

参加人数
－

①2 5プログラム

②1 4万人程度

①数値維持継続

型

②数値上昇型

①3 8プログラム

【25プログラム】

②5 .9万人程度

【10 .5万人程度】

コロナ禍が長 期にわたり対策も充

実してきたため、コロナ前のような

幅広い（ 演劇・ダンス・アートプロ

ジェクト・映像配信・人材育成事

業等） 事業展開ができました。

「かけがえのない時を過ごす」子ど

もたちの成長 の一助ともなれるよ

う、老若男女問わず多様な方々

に向けた鑑賞機会・参加体験を

提供することで、①の目標達成が

できました。

C

平成28(2016 ) 年より東京都、東京

都歴史文化財団、としま未来文化財

団と連携し事業を実施してきました。令

和4(2 022 )年に、文化庁の補助金で

ある「国際文化芸術発信拠点形成事

業」が最終年度を迎えたことから、令和

5(2023 ) 年度以降は事業見直しのた

め、豊島区の参加はありません。

未実施

東京都へ事業移管したため、区

の事業としては実施していませ

ん。

D 事業の実施予定はありません。

（ ３ ） 子ども・若者が文化や芸術に親しむことのできるまちづくり

①文化・芸術に

親しむ環境づくり

アート・カルチャー

によるまちづくりを

推進します。

子ども・若者がまち

の中で文化芸術

に触れ、親しむこと

のできる環境を整

備します。
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